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▶地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする（任意）。

▶原則、公布日（平成27年９月４日）施行（事業主行動計画の策定については、平成28年４月１日施行）。 ►施行3年後の見直し。 ▶10年間の時限立法。

※①～③について大企業(301人以上)：義務／中小企業(300人以下)：努力義務

① 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

② 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定･届出･公表
（指針に即した行動計画を策定・公表（労働者への周知含む））

③ 女性の活躍に関する情報公表

④ 認定制度

⑤ 履行確保措置
厚生労働大臣（都道府県労働局長）による報告徴収・助言指導・勧告

✎ 状況把握の基礎項目（省令で規定：必ず把握しなければならないもの）

①女性採用比率 ②勤続年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管理職比率

※必要に応じて選択項目（省令で規定）についてさらに把握・分析

✎ 行動計画の必須記載事項

▶目標（定量的目標） ▶取組内容 ▶実施時期 ▶計画期間

✎ 情報公表の項目 （省令で規定）

女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切
と考えるものを公表

▶ 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。
▶ 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定（努力義務）。

１ 基本方針等

２ 事業主行動計画等
－行動計画策定指針（告示）－

▶ 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。

✎認定基準は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、省令で規定

▶ 女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下の項目に

関する効果的取組等を規定。

▶ 各企業は、これらを参考に自社の課題解決に必要な取組を選

択し、行動計画を策定。

● 女性の積極採用に関する取組

● 配置・育成・教育訓練に関する取組

● 継続就業に関する取組

● 長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組

● 女性の積極登用・評価に関する取組

● 雇用形態や職種の転換に関する取組(パート等から正規雇用

へ、 一般職から総合職へ等)

● 女性の再雇用や中途採用に関する取組

● 性別役割分担意識の見直し等 職場風土改革に関する取組

３ その他（施行期日等）

✎ 衆議院による修正により、取組実施・目標達成の努力義務が追加

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
（女性活躍推進法）の概要（民間事業主関係部分）

１．女性活躍推進法について
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女性活躍に向けた
課題

状況把握項目 情報公表項目

採用
・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・男女別の採用における競争倍率（区）
・労働者に占める女性労働者の割合（区)(派）

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

・男女別の採用における競争倍率（区）
・労働者に占める女性労働者の割合（区）（派）

配置・育成・教育
訓練

・男女別の配置の状況（区）
・男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況（区）
・管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他

の職場風土等に関する意識(区)(派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識)

継続就業・働き方
改革

・男女の平均継続勤務年数の差異（区）
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇

用割合（区）
・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（区）
・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除

く）の利用実績（区）

・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用さ
れた労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率（区）

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資
する制度の利用実績
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・雇用管理区分ごとの労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況
（区)(派）

・管理職の各月ごとの労働時間等の勤務状況
・有給休暇取得率（区）

・一月当たりの労働者の平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均
残業時間（区)(派）
・有給休暇取得率

評価・登用

・管理職に占める女性労働者の割合
・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異（区）

・管理職に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合

職場風土・性別役
割分担意識

・セクシュアルハラスメントに関する各種相談窓口への相談状況（区)(派）

再チャレンジ
（多様なキャリア
コース）

・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区)(派）
・男女別の再雇用又は中途採用の実績（区）
・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職
へ登用した実績

・男女別の非正社員のキャリアアップに向けた研修の受講の状況（区）

・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区)(派）
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

取組の結果を図る
ための指標

・男女の賃金の差異（区）

（区）＝雇用管理区分ごとに把握（典型例：一般職／総合職／パート） （派）＝派遣先においては派遣労働者も含めて把握＊太字下線は基礎項目
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二 状況把握・課題分析
（一）（略）
（二）我が国の事業主においては、とりわけ、女性の採用者が少ないこと、第一子出産前後の女性の継続就業が困難であること、男女を通じた長

時間労働の状況があり仕事と家庭の両立を妨げていること、女性の活躍度合いを測る重要な指標の一つである管理職に占める女性比率が低
いこと等の課題を抱える場合が多い。このため、全ての事業主において、これらの課題の有無の指標となる別紙一の第一欄の項目について、状
況把握を行い、課題分析を行うことが求められる。

別紙一の第一欄の項目の状況把握・課題分析の結果、事業主にとって課題であると判断された事項については、さらにその原因の分析を深
めることが望ましい。課題分析は、各事業主の実情に応じて行うものであるが、その際は、別紙一の第二欄の項目を活用し、別紙二の方法も参
考に、課題分析を行うことが効果的である。

なお、雇用管理区分ごとの男女間の賃金格差の状況は、行動計画の策定等による取組の結果、特に女性の継続就業や登用の進捗を図
る観点から有効な指標となり得る。

また、各事業主の実情に応じて、より深く課題分析を行うために他に適切な状況把握の項目や課題分析の方法がある場合は、当該項目の
状況把握や当該方法による分析を行うことも効果的である。
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事業主行動計画策定指針（平成二十七年内閣官房、内閣府、総務
省、厚生労働省告示第一号）（抄）

第二 女性の活躍推進及び行動計画策定に向けた手順
第二部 一般事業主行動計画
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女性活躍に向けた課題 第一欄 第二欄

採用
採用した労働者に占める女性労働
者の割合（区）

男女別の採用における競争倍率（労働者の募集に対する募集者の数を採用者の数で
除した数）（区）

労働者に占める女性労働者の割合（区）（派）

配置･育成・教育訓練

男女別の配置の状況（区）

男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況（区）

管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職場
風土等に関する意識（区） （派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）

継続就業・働き方改革

男女の平均継続勤務年数の差異
（区）

10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割
合（区）

男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（区）

男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く）の利
用実績（区）

男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度
の利用実績

労働者の各月ごとの平均残業時間
数等の労働時間の状況

労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況（区）（派）

管理職の各月ごとの労働時間等の勤務状況

有給休暇取得率（区）

評価・登用 管理職に占める女性労働者の割合

各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合

男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合

男女の人事評価の結果における差異（区）

職場風土・
性別役割分担意識

セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況（区）（派）

再チャレンジ
（多様なキャリアコース）

男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区）（派：雇入れの実績）

男女別の再雇用又は中途採用の実績（区）

男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登
用した実績

非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況（区）

取組の結果を図るための指標 男女の賃金の差異（区）

（区）＝雇用管理区分ごとに把握（典型例：一般職／総合職／パート）

（派）＝派遣先事業主においては派遣労働者も含めて把握
別紙一（第二の二（二）関係）
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課題分析における判断の目安例：
① 全体に占める女性の割合が４割を下回っている場合
② 男女別採用における競争倍率については、（女性の競争倍率×0.8）≧（男性の競争倍率）である場合
→ 男女間の格差が大きいと判断、選択項目等によるさらなる課題分析の必要性が高い

（※）点線枠は、状況把握項目の把握の前提として確認すべき事項、選択項目以外の項目等

※基礎項目については赤色

課題分析の方法、課題に対する取組例

○採用関係

 課題分析の視点例 取組例 

Ａ 

 

■ 採用した労働者に占める女性労働者の割合が低い
雇用管理区分がないか（特に総合職等の基幹的職

種）。 
 

■ （「採用した労働者に占める女性労働者の割合」
が低い場合） 
応募者の男女比率と比べ、採用段階で女性を絞り

込んでいないか（「男女別の採用における競争倍率」

が女性の方が高くなっていないか）。 
 
■ （「男女別の採用における競争倍率」が男女同等

であるのに、採用した労働者に占める女性労働者
の割合が低い場合） 

募集方法に課題はないか。 

 
● 採用選考基準や、その運用の見直し 
 

 
 

● 面接官への女性の参画による採用選考における
（無意識の）性別のバイアスの排除 

 

 

 
 
● 女性が活躍できる職場であることについての

求職者に向けた積極的広報（特に技術系の採用に
おける理系女子学生に対する重点的広報／各種

認定や表彰の取得による女性が活躍できる職場
であることのアピール等） 

 

Ｂ 

 
■ （過去の採用結果の蓄積等により）労働者に占

める女性労働者の割合が低くなっている雇用管理
区分がないか（特に総合職等の基幹的職種）。 

 

■ より基幹的な職種（総合職等）において女性比
率が低く、より補助的な職種（一般職・パート等）
において女性比率が高くなっていないか。 

 
■ その場合には、採用時の雇用管理区分にとらわ

れずに、意欲と能力ある女性が活躍できるような方
策を検討すべきではないか（職種又は雇用形態の転

換制度の積極的な運用等）。  
 

 
 

 
 
 

■ 中堅以上の年齢層において、女性労働者が少な 

くなっていないか。 

 
● 採用時の雇用管理区分にとらわれない活躍に

向けたコース別雇用管理の見直し（コース区分の
廃止・再編等） 

 

● 一般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直
し・処遇改善 

 

 
● 一般職や非正社員（※）に対する個人面談等に

よる職種又は雇用形態の転換試験・昇格試験等の
受験勧奨／研修等を通じた意識改革・能力開発支援 

 
● 一般職等から総合職等への転換制度の積極的

な運用／非正社員から正社員（※）への転換制度
の積極的運用 

 
● 非正社員と正社員（※）の人事評価基準の共通化 
 

● 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職

者に対する再雇用の実施 
  
● 中途採用の積極的実施と新卒採用と同等の育

成・登用の実施 
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課題分析の方法、課題に対する取組例

○継続就業及び職場風土関係
課題分析における判断の目安例：
継続勤務年数や採用後10年目前後の継続雇用割合について、男性に対する女性の割合が８割を下回っている場合
→ 男女間の格差が大きいと判断、選択項目等によるさらなる課題分析の必要性が高い

（※）点線枠は、選択項目の把握の前提として確認すべき事項、選択項目以外の項目等

※基礎項目については赤色

 課題分析の視点例 取組例 

Ａ 

 
■ 出産・子育てを機に（あるいはそれ以前に）、女

性労働者が退職する傾向にないか。 
 
■ 長時間労働ゆえに仕事と家庭の両立が困難になって

いないか。【→ 長時間労働関係へ】 
 
■ 男女がともに両立支援制度を利用できる状況に

あるか。 
 
■ 出産・子育て等をしながら働き続けることを支

援する職場風土であるか。 
 職場と家庭の両方において男女がともに貢献でき

る職場風土となっているか。 
 
 
■ 様々なハラスメントがないか。また、ハラスメ

ントの要因ともなりうる固定的な性別役割分担意
識がないか。 

 

 
● 定期的な労働者の意識調査（職場風土・ハラス

メント等に関するもの）の実施と改善策の実行 
 
● 時間制約等を抱える多様な人材を活かすこと

の意義に関する役員・管理職研修 
 
● 職場と家庭の両方において男女がともに貢献

できる職場風土づくりに向けた意識啓発 
 
● 上司を通じた男性労働者の働き方の見直しな

ど育児参画の促進 
 
● 利用可能な両立支援制度に関する労働者・管理

職への周知徹底（ガイドブックの作成・配布等） 
 
● 様々なハラスメントが起こらないようにする

ための管理職への研修等による周知徹底 
 

Ｂ 

 
■ 女性労働者が、男性労働者と同様に、仕事にや

りがいを持てるような公正な配置（業務配分・権
限付与を含む）になっているか。 

 
■ 出産・子育て期に入る以前に、女性労働者が、

仕事と家庭を両立しながらキャリア形成を重ねる
イメージを持つことができているか。 

 
■ 子育て中の労働者が、時間制約を有するがゆえ

に、他の労働者と同様のやりがいのある職務を担
うことが困難になっていないか。 

 
● 定期的な労働者の意識調査（仕事のやりがい等

に関するもの）の実施と改善策の実行《再掲》 
 
 
● 若手の労働者を対象とした仕事と家庭の両立

を前提としたキャリアイメージ形成のための研
修・説明会等の実施 

 
● 仕事と家庭の両立やキャリア形成に関する不

安の解消に向けた出産前後の個別相談支援／育
児休業から復職した労働者に対するメンター制
度／育児・介護等の時間制約を有する労働者同士
のネットワーク化による具体的ノウハウ等の共有 

 
● 育児休業からの復職者を部下に持つ上司に対

する適切なマネジメント・育成等に関する研修等 
 
● 属人的な業務体制の見直し・複数担当制や、労

働者の「多能工化」による業務のカバー体制の構築 
 
● 交替制勤務において時間制約のあるスタッフ

を活かすシフトの組み方の好事例の共有／交替
制勤務を支える保育基盤整備（事業所内保育施設
やベビーシッタールーム等） 

 
● 短時間勤務制度の柔軟な運用（本人の希望に基

づく一定上限内でのフレキシブルなフルタイム
勤務の実施） 

 

Ｃ 

 
■ 柔軟な働き方ができる職場となっているか。 
 
 
■ 本人あるいは配偶者の転居を伴う転勤や、親の

介護等を機に、女性労働者が退職する傾向にない
か。 

 
● フレックスタイム制・在宅勤務・テレワーク等

による柔軟な働き方の実現 
 
● 転居を伴う転勤に対する本人同意の徹底／育

児・介護等の一定期間内における転居を伴う転勤
の中止 

 
● 配偶者の転勤先･親の介護先への異動／同行休職 
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課題分析の方法、課題に対する取組例

○長時間労働関係

※基礎項目については赤色

課題分析における判断の目安例：
残業時間が平均で45時間を上回っている月がある場合
→ 長時間労働の課題があると判断、選択項目等によるさらなる課題分析の必要性が高い

（※）点線枠は、選択項目の把握の前提として確認すべき事項、選択項目以外の項目等

 課題分析の視点例 取組例 

Ａ 

 
■ 長時間労働ゆえに仕事と家庭の両立が困難となっ

ていないか。 
 
■ 長時間労働が、個々の職場だけでなく、組織全体

の問題として対応されているか。 
 
 
 
 
 
 

 
● 組織のトップからの長時間労働是正に関する

強いメッセージの発信  
 
● 組織全体・部署ごとの数値目標の設定と徹底的

なフォローアップ 
 
● 組織のトップの会議での部署ごとの残業時間

数等の公開・評価の実施 
 
● サービス残業化させないための無記名アンケート

や無作為ヒアリング等の徹底したチェック 
 
● 残業が一定時間数を超える場合の本人と上司

に対する通知・指導等 
 

Ｂ 

 
■ 長時間労働の背景として、長時間労働自体が努力

の証として評価されたり、時間当たりの生産性よ
りも、期間当たりのアウトプットの量によって評
価されたりするような職場風土・評価制度になっ
ていないか。 

 
 
 
 
 

 
● 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価 
 
● 管理職の人事評価における長時間労働是正・生

産性向上に関する評価 
 
● 管理職の長時間労働是正に向けたマネジメン

トに対する 360 度評価（部下からの評価） 
 
● 帰りやすい職場風土等に向けた管理職自身の

勤務時間管理の徹底 
 

Ｃ 

 
■ 一部の雇用管理区分（例：総合職等）において、

特に長時間労働になっていないか。 
 
■ 特定の部署・特定の担当者・特定の時期に、特

に長時間労働となっていないか。 
 
 
■ 必要な時に、休みが取れる職場になっているか。 
 

 
● 部署横断的な人員配置の見直しを行いうる職 

位の高い責任者の指名と不断の人員配置の見直し 
 
● 属人的な業務体制の見直し・複数担当制や、労

働者の「多能工化」による業務のカバー体制の構
築《再掲》 

 
● 個人単位で業務の繁閑がある場合でも、チーム

全体で勤務時間内に業務を終了させるため、労働
者間の助け合いの好事例発表・評価等による互い
に助け合う職場風土の醸成 

 

Ｄ 

 
■ 生産性の高い働き方の実現に向け、業務の優先

順位や、業務プロセス等の見直しに対して、管理
職等のマネジメントが的確になされているか。 

 

 
● 管理職の長時間労働是正に向けたマネジメン

ト力の強化のための研修 
 
● チーム内の業務状況の情報共有／上司による

業務の優先順位付けや業務分担の見直し等のマ
ネジメントの徹底 

 
● 業務プロセス等の分析・削減と定期的検証 
 
● 生産性の高い労働者の具体的業務手法の共有 
 

Ｅ 

 
■ 顧客企業に即応を求められることが、長時間労

働の要因となっていないか。 

 
● 組織トップによる顧客企業に対するワーク・ラ

イフ・バランスに関する理解醸成  
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課題分析の方法、課題に対する取組例

○配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係
課題分析における判断の目安例：
① 全体に占める女性の割合が４割を下回っている場合
② 男性に対する女性の割合が８割を下回っている場合
→ ①又は②の場合、男女間の格差が大きいと判断、選択項目等によるさらなる課題分析の必要性が

高い

※基礎項目については赤色

 課題分析の視点例 取組例 

Ａ 

 
■ 若手のうちの男女平等な配置（業務配分・権限

付与を含む）と育成がなされているか。 
 
 
 
 
■ 女性労働者が、出産・子育てに一定の時間制約

を抱えやすいことを前提とした、計画的な育成が
行われているか。 

  

 
● 従来、男性労働者中心であった職場への女性労働

者の配置拡大と、それによる多様な職務経験の付与 
 
● 女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向け

た上司へのヒアリング 
 
● 労働者一人一人のキャリアプランを本人と

上司で作成するなど中長期の視点で育成を検討 
 
● 重要だが家庭と両立しづらい職務経験（海外勤

務等）の出産・子育て期以前の積極的な付与 
 

Ｂ 

 
■ 女性労働者が、出産・子育てをしながらキャリア

形成していくイメージ・意欲を持つことができて
いるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 管理職が長時間労働であり、女性労働者にとって、

仕事と家庭の両立がしづらく昇進希望を持ちづら
いような状況となっていないか。 

 

 
● 若手に対する多様なロールモデル・多様なキャ

リアパス事例の紹介／ロールモデルとなる女性
管理職と女性労働者との交流機会の設定等によ
るマッチング 

   
● 職階等に応じた女性同士の交流機会の設定等

によるネットワーク形成支援 
 
● 管理職層の女性労働者が育成されていない場

合におけるロールモデルとしての女性管理職の育
成や中途採用 

 
● 帰りやすい職場風土等に向けた管理職自身の

勤務時間管理の徹底《再掲》 
 

Ｃ 

 
■ 育児休業や子育て期間中の時間制約が、評価・

登用において不利になっていないか。 
 
 
■ 性別にかかわらない公正な評価・登用が各職階

ごとに行われているか。 
 

 
● 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価

による育児休業・短時間勤務等の利用に公平な評
価の実施 

 
● 女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた

上司へのヒアリング《再掲》 
 
● 組織のトップ等による女性労働者の部門ごとの

登用状況のモニタリング／個別育成計画の策定 
 

Ｄ 

 
■ （過去の育成に男女間格差があったために）

同世代の男性労働者に比べ、女性労働者の育成が
遅れがちになっていないか。 

 
 
 
■ 職種又は雇用形態の転換者・再雇用者・中途採

用者が、新卒採用による入社者と同様に登用の機
会が与えられるよう、十分育成されているか。 

 
■ 周囲に同性（女性）の管理職が少ないために新

人の女性管理職が自信を持ちづらい状況にないか。 

 
● 意欲と能力のある女性労働者の積極的発掘と、

選抜した人材の集中的な育成（研修への参加や、
現管理職が定めるサクセッションプラン（後継者
育成計画）の対象者に女性労働者を積極的に含
め、現管理職からの集中的なＯＪＴを行う等） 

 
● 職種又は雇用形態の転換者・再雇用者・中途採

用者に対する研修やメンタリング等によるサポート
の実施 

 
● 新人管理職に対する役員等によるメンタリング

の実施 
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２．女性活躍推進法について

行動計画の策定例
例①
【女性の応募者が少なく、配置にも偏りがある会社】

例②
【管理職の女性割合が少ない会社】

株式会社A 行動計画

女性技術者を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間 平成29年４月1日～平成31年3月31日

２．当社の課題

（１）女性の応募者がそもそも少なく、女性の技術者が少ない。

（２）女性のほとんどは事務職で総務部に配置され、配置先が偏っている。

３．目標と取組内容・実施時期

目標１：技術職の女性を現員の２人から10人以上に増加させる。

＜取組内容＞
●平成29年 ４月～ 技術系の女性の応募を増やすため、学生向けパンフレットの内容を見直し、改

定する。

●平成29年 ６月～ 大学・高専での学生向け説明会の実施をめざし内容を検討、平成28年度から
毎年1回以上実施する。

●平成29年 10月～ 技術系の学科卒業者で事務職に配置されている女性社員の技術職への転換の希
望を把握する。

●平成30年 ２月～ 女子学生を対象とした現場見学会を年1回以上開催する。

目標２：これまで女性の配置のなかった現場事務所３か所以上に、新たに技術系の女性
社員をそれぞれ１人以上配置する。

＜取組内容＞
●平成29年 ４月～ 現場長ヒアリング等により女性を配属する上での課題について把握し、解決策

について検討する。

●平成29年 ６月～ 女性の体格に合わせた安全具を購入する。

●平成30年 ３月～ 配属可能な課室を決定、配属予定者に必要な研修を実施する。

●平成30年 ４月～ 配属を実施。以後毎月フォローアップ・ヒアリングを実施する。

●平成30年 ４月～ 技術系女性社員の交流会を開催する。

株式会社Ｂ 行動計画

１．計画期間： 平成２９年４月１日 ～ 平成3３年３月３１日

２．当社の課題

課題１：採用における男女別競争倍率、男女の継続勤務年数に大きな差は見られないが、管理職に占める女性割合が低い。
課題２：管理職を目指す女性が少ない。
課題３：女性が配属されている部署が男性と比較して限定されている。

３．目標

４．取組内容と実施時期

●平成29年10月～ 部署ごとの男女別評価を検証し、現在の人事評価について、女性にとって不利な昇進基準に
なっていないか、男女公正な昇進基準となっているか精査し、必要に応じて新しい評価基準を
検討する。

●平成30年 4月～ 新しい評価基準について試行開始。課題を検証。
●平成31年 4月～ 新しい評価基準に基づく評価を本格実施。

●平成29年 6月 ～ 研修プログラムの検討。

●平成29年10月 ～ 女性社員に対する研修ニーズの把握のため、アンケート、ヒアリングなどを実施。
●平成30年 4月 ～ アンケート等の結果を踏まえ、研修プログラムの決定。
●平成30年 7月 ～ 管理職育成キャリア研修の実施（10月、12月、翌年１月開催）。
●平成30年 7月 ～ 併せて管理職を対象とした研修を実施。

●平成29年 5月 ～ 男女の配置で偏りがある部署の洗い出しを始める。

●平成29年 8月 ～ 女性があまり配属されてこなかった部署に女性を配属する上での課題点を分析。

●平成29年 11月 ～ 「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」を活用し、営業部門等のロールモデル

となる女性社員によるメンター制度を社内で立ち上げ。

●平成30年 1月 ～ 対象となる女性職員へのきめ細かなヒアリング、研修を実施。

●平成31年 4月 ～ 実際に配属を実施し、定期的なフォローアップを実施。

女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

管理職（課長級以上）に占める女性割合を30％以上にする。

取組１：人事評価基準について見直しを図る。

取組２：女性職員を対象として管理職育成を目的としたキャリア研修を実施する。

取組３：これまで女性社員が少なかった部署等に女性を積極的に配置する。

取組４：働き方改革に向けた取組を実施する。

●平成32年 4月 ～ 計画期間中、毎週1日ノー残業デーを設定して、実施率95％以上を目指す。



第二 女性の活躍推進及び行動計画策定に向けた手順

三 行動計画の策定
（一）～（四）（略）
（五）その他

イ、ロ （略）
ハ 男女雇用機会均等法との関係

行動計画については、男女雇用機会均等法に違反しない内容とすることが必要である。
男女雇用機会均等法においては、募集・採用・配置・昇進等において女性労働者を優先的に取り扱う措置のうち、同法に違反しないものは、

女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における措置であるなど、一定の場合に限られるとしている(「労働者に対
する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成十八年厚生労働省告
示第六百十四号)第２の14(1))。
女性の活躍推進に向けた取組として、女性労働者を優先的に取り扱う措置を講じる場合は、この点に留意が必要である。
なお、社内に女性管理職等のロールモデルがまだ育成されていない企業においては、外部から女性管理職等を登用することも考えられるが、男

性労働者と同様に、自社で働く女性労働者を育成・登用することも重要であることに留意が必要である。
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事業主行動計画策定指針（平成二十七年内閣官房、内閣府、総務
省、厚生労働省告示第一号）（抄）

第二部 一般事業主行動計画
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第二 女性の活躍推進及び行動計画策定に向けた手順

一 女性の活躍推進に向けた体制整備
（一）（略）
（二）一般事業主行動計画(三(五)ロを除き、以下第二部において「行動計画」という。)の策定に当たっては、非正社員を含め、幅広い男女労働

者の理解と協力を得ながら取り組んでいくことが重要である。このため、例えば人事労務担当者や現場管理職に加え、男女労働者や労働組合
等の参画を得た行動計画策定のための体制(委員会等)を設けることが効果的である。
また、法に基づく状況把握項目として把握した数字以外の定性的な事項も含めた職場の実情の的確な把握を行うことも重要である。このため、

行動計画の策定の過程において、必要に応じて、労働者や労働組合等に対するアンケート調査や意見交換等を実施するなど、職場の実情の
的確な把握に努めることが重要である。
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事業主行動計画策定指針（平成二十七年内閣官房、内閣府、総務
省、厚生労働省告示第一号）（抄）

第二部 一般事業主行動計画

五 行動計画の推進
行動計画の推進に当たっては、一の(二)の委員会等の行動計画の策定のための体制(例えば、人事労務担当者や現場管理職に加え、男女労働

者や労働組合等の参画を得たもの)を活用することが効果的である。また、定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況
の点検・評価を実施し、その結果をその後の取組や計画に反映させる、計画(Ｐｌａｎ)、実行(Ｄｏ)、評価(Ｃｈｅｃｋ)、改善(Ａｃｔｉｏｎ)
のサイクル(以下「ＰＤＣＡサイクル」という。)を確立することが重要である。

その際には、行動計画の策定に際して状況把握を行った女性の活躍に関する状況の数値の改善状況についても、併せて点検・評価を行うことが効
果的である。

また、行動計画の改定に向けた検討は、職場の実情を踏まえた実施状況の的確な点検を基に行うことも重要であり、必要に応じて、労働者や労働
組合等に対するアンケート調査や意見交換等を実施するなど、職場の実情の的確な把握に努めることが重要である。
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企業規模別一般事業主行動計画の届出数及び届出率
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資料出所：厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課調べ

注）届出率は301人以上規模企業の届出率。 13
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企業規模別一般事業主行動計画の届出率

資料出所：厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課調べ

注）101人以上300人以下規模企業の企業数は、次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届の届出状況を集計する際に把握した企業数を用いた。
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（参考）常用雇用者規模別企業数

13,266 11,985 11,638 12,166 12,602 12,711 13,675 14,086 
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資料出所 ： 平成11～18年「事業所・企業統計調査」平成21～28年「経済センサス」
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女性活躍推進法に基づく認定制度

○ 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業
は､都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

○ 認定を受けた企業は､厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができる。

※ 法施行前からの実績の推移を含めることが可能認定の段階

★【別紙】に掲げる基準以外のその他の基準
○ 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
○ 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。
○ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

●次ページに掲げる５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイ
トに毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組
を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連
続してその実績が改善していること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

●次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサ
イトに毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、
その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連続してその
実績が改善していること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

●次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表して
いること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

１段階目

２段階目

３段階目
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注） 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし、類
似の雇用管理区分とまとめて算出して差し支えないこと（雇用形態が異なる場合を除く。）。

認定制度の基準

評価項目 基 準 値 （実績値）

①採用 男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること
（※直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者数÷女性の採用者数）」×０．８が、直近３事業
年度の平均した「採用における男性の競争倍率（男性の応募者数÷男性の採用者数）」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ
低いこと）

②継続就業 ⅰ）「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ご
とにそれぞれ７割以上であること
又は

ⅱ）「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用され
ている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用
されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８割以上であること

③労働時間等の働き方 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、
直近の事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること

④管理職比率 ⅰ）管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
（※産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎年改訂。）

又は

ⅱ）直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇
進した女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある男性
労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が８割以上であること

⑤多様なキャリアコー
ス

直近の３事業年度に､以下について大企業については２項目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこ

と）、中小企業については１項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
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資料出所：厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課調べ

認定段階別 えるぼし認定を受けた企業数
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企業規模別 えるぼし認定を受けた企業数
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資料出所：厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課調べ 19
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くるみん・プラチナくるみん（共通）
♦女性の育児休業取得率 75％以上

労働時間数
フルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満

くるみん認定・プラチナくるみん認定について
認定の概要

主な認定基準 認定実績（平成30年6月末時点）

認定企業への優遇措置

① 企業が次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づいた一般事業主行動計画の策定・届出
を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企
業」として認定（くるみん認定）

② くるみん認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業に対しては、より優良な「子育てサ
ポート企業」として認定（プラチナくるみん認定）
※プラチナくるみん認定を受けた企業は、一般事業主行動計画の策定義務が免除される。

また、育児休業の取得状況等を毎年公表しなくてはいけない。

③ 認定基準を満たさなくなったり、次世代法に違反したりした等の場合に、認定取消しの対象となる。

くるみん認定企業 2,938社
うち,プラチナくるみん認定企業 211社

商品や広告等へのマーク使用
公共調達の加点評価
日本政策金融公庫による低利融資
両立支援等助成金の加算

くるみん

男性の育児休業等取得率

育児休業 7％以上
育児休業＋育児目的休暇

15％以上

プラチナくるみん

男性の育児休業等取得率

育児休業 13％以上
育児休業＋育児目的休暇

30％以上

【目標：平成32年までにくるみん企業3,000社】
・少子化社会対策大綱（平成27年３月20日閣議決定）
・第４次男女共同参画基本計画
（平成27年12月27日閣議決定）
・まち・ひと・しごと総合戦略2017改訂版KPI
（平成29年12月29日閣議決定）
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くるみん認定 プラチナくるみん認定
１．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一
般事業主行動計画を策定したこと。

２．行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。

３．行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

４．平成２１年４月1日以降に策定・変更した行動計画を公表し、
労働者への周知を適切に行っていること。

５．男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと。
① 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男
性労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が７％以上
であること。

② 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男
性労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に
類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が15％以上
であり、かつ、育児休業等をした者の数が１人以上いること。

＜労働者数300人以下の企業の特例＞
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似し

た企業独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、①～④の
いずれかに該当すれば基準を満たす。
① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいる
こと（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）。

② 計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の
短縮措置を利用した男性労働者がいること。

③ 計画の開始前３年以内の期間に、育児休業等を取得した男
性労働者の割合が７％以上であること。

④ 計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がい
ない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の
孫についての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用
した男性労働者がいること。

１～４ くるみん認定基準１～４と同一。

５．男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと。
① 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男
性労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が１３％以上。

② 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男
性労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類
似した企業独自の休暇制度を 利用した者の割合が３０％以上、
かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似し

た企業独自の休暇制度の利用者がいない場合でも、改正くるみん
認定の５.の①、②、④もしくは「計画の開始前３年間に、育児
休業等を取得した男性労働者の割合が１３％以上」のいずれかに
該当すれば基準を満たす。

認定基準一覧①
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くるみん認定 プラチナくるみん認定
６． 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75％
以上であること。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
上記６.を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の一定

期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、女性の育児休業
等取得率が７５％以上であれば基準を満たす。

７．３歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休
業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時
間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じて
いる。

８．労働時間数について、次の①及び②を満たすこと。
① フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平
均が各月45時間未満であること。

② 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

９．次の①～③のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施
していること。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の
見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

※ 必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません

１０．法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事
実がないこと

※ 「その他関係法令に違反する重大な事実」とは、以下の法令違
反等を指します。
・ 労働基準法、労働安全衛生法等に違反して送検公表
・ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法
で勧告

・ 労働保険料未納
・ 長時間労働等に関する重大な労働法令に違反し、是正意思なし
・ 労働基準関係法令の同一条項に複数回違反
・ 違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する都
道府県労働局長による是正指導の実施に基づき企業名公表 等

６・７・８ 改正くるみん認定基準６・７・８と同一。

９．改正くるみん認定基準の９.の①～③すべてに取り組み、①又は②に
ついて数値目標を定めて実施し、達成すること。

１０．計画期間において、
① 子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育休
中を含む）している者の割合が９０％以上

② 子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職
した女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育休中を含む）
している者の割合が５５％以上のいずれかを満たすこと。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
上記１０の①又は②に該当しない場合でも、計画期間とその開始

前の一定期間（最長３年間）を併せて計算し①又は②を満たせば、
基準を満たす。

１１．育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続
し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの
取組の計画を策定し、これを実施していること。

１２. 改正くるみん認定基準１０と同一。

認定基準一覧②
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（資料出所）厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課調べ 23
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くるみん（左軸） プラチナくるみん（右軸）

従業員数 認定企業数

301人以上 174

101～300人 31

100人以下 8

企業規模別

業種別

業種 認定企業数 業種 認定企業数
金融、保険業 61 運輸業、郵便業 2

製造業 61 不動産業、物品賃貸業 2
卸売業、小売業 25 宿泊業、飲食サービス業 1

情報通信業 25 電気・ガス・熱供給・水道業 1
医療、福祉 18 教育、学習支援業 1

サービス業（他に分類されないもの） 11 建設業 1
学術研究、専門・技術サービス業 3 その他 1

出典：厚生労働省雇用環境・均等局
職業生活両立課調べ

※平成30年６月末時点

プラチナくるみん創設

※平成30年６月末時点
24
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※ 多くの都道府県等において、上の認定取得等を選定基準とした独自の登録・表彰制度等が実施されている。
また、民間金融機関等において、こうした認定取得等を申請資格要件とした融資制度等が提供されている。

25

女性活躍にも資すると考えられる国が実施する認定制度や企業に対する主なインセンティブ（未定稿）

制度名 実施主体 制度の概要 認定等の効果や企業が得るインセンティブ 企業数 備考

えるぼし認定 厚生労働省
女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定・届出を
行った企業のうち、女性の活躍に関する状況等が優良
な企業を３段階で認定（えるぼし認定）。

・自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
・公共調達における加点評価
・日本政策金融公庫による低利融資制度の利用が
可能

630社
（平成30年６月末時点）
※認定段階１：２社、
認定段階２：212社、認
定段階３：416社

くるみん認定 厚生労働省

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行
動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達
成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企
業」として認定（くるみん認定）。さらに、より高い水準の
取組を行っている企業を特例認定（プラチナくるみん認
定）。

・自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
・公共調達における加点評価
・日本政策金融公庫による低利融資制度の利用が
可能

2,878社
（平成30年３月末時
点）
※プラチナくるみん認
定195社

ユースエール認
定

厚生労働省
若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的
で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業（常
時雇用する労働者が300人以下）を認定。

・自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
・「若者雇用促進総合サイト」への掲載
・若者の採用・育成を支援する関係助成金の加算
措置
・公共調達における加点評価
・日本政策金融公庫による低利融資制度の利用が
可能

461社
（平成30年8月31日時
点）

なでしこ銘柄
経済産業省・
東京証券取

引所

女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価
値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として
27業種ごとに選定（なでしこ銘柄）。次点企業は業種枠
に関係なく「準なでしこ」として選定。女性活躍度調査に
回答し公表を希望した企業は「なでしこチャレンジ企業」
として公表。

企業への投資を促進
48社
（平成29年度）

平成24年度開始
平成27年度から東証一
部に加え、東証二部、
マザーズ、JASDAQの
上場企業も対象
平成29年度は外国株も
対象

新・ダイバーシティ
経営企業100選

経済産業省
ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした
企業を表彰。全社的かつ継続的にダイバーシティ経営
に取り組んでいる企業は「100選プライム」として選定。

ダイバーシティ経営の機運醸成
226社
（平成24年度～平成
29年度）

平成24年度「ダイバー
シティ経営企業100選」
として開始
平成27年度から「新・ダ
イバーシティ経営企業
100選」

１．女性活躍推進法について



26

男女共同参画等を推進している企業の登録・認定・認証制度の状況（都道府県・政令指定都市）

資料出所：内閣府
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男女共同参画等を推進している企業の表彰制度の状況（都道府県・政令指定都市）

資料出所：内閣府

１．女性活躍推進法について



女性活躍推進法第26条に基づく
報告の徴収並びに助言、指導及び勧告の状況

平成２９年度

報告の徴収を行った
企業数（社）

助言を行った企業数 指導を行った企業数 勧告を行った企業数

９４０ ５７５ １８ ０

平成２８年度

報告の徴収を行った
企業数（社）

助言を行った企業数 指導を行った企業数 勧告を行った企業数

５２１ ４５０ ６９ ２

資料出所：厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課調べ

（平成３０年３月末時点）
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律（男女雇用機会均等法）の概要

○ 雇用管理の各ステージ(※)における性別を理由とする差別の禁止
※ 募集・採用、配置（業務の配分及び権限の付与を含む）・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新

○ 間接差別の禁止

①婚姻・妊娠・出産を退職理由とする定めを禁止、②婚姻を理由とする解雇を禁止、③妊娠・出産・産休取得等を理由とする解
雇その他不利益取扱い(※)を禁止、④妊娠中・産後１年以内の解雇は事業主の反証がない限り無効
※不利益取扱いの例：雇止め、降格、不利益な配置の変更、不利益な自宅待機を命ずること

○ 職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠、出産等に関するハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を
事業主に義務付け

①労働者の配置等の状況の分析、②分析に基づく計画の作成、③計画で定める措置の実施、④実施体制の整備、⑤取組状況の外部への開
示、を行う事業主に対する相談その他援助

間接差別とは、 ① 性別以外の事由を要件とする措置であって、
② 当該要件を満たす男性及び女性の比率を勘案すると実質的に性別を理由とする差別となる恐れがあると考えられるものを、
③ 合理的な理由がないときに講ずることをいい、

厚生労働省令で定める次の要件については、合理性がない場合には間接差別として禁止。
◆ 募集・採用における身長･体重･体力要件 ◆ 募集・採用、昇進、職種の変更における転勤要件
◆ 昇進における転勤経験要件

２ 妊娠・出産・産休取得等を理由とする不利益取扱いの禁止等

３ セクシュアルハラスメント・妊娠、出産等に関するハラスメント対策

５ ポジティブ・アクションの効果的推進方策

６ 労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置

１ 性別を理由とする差別の禁止

①企業内における苦情の自主的解決、②労働局長による助言、指導、勧告、機会均等調停会議による調停

○ 女性に対するポジティブ・アクション(※)は法違反とならない
※ 男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の自主的かつ積極的な取組

４ 母性健康管理措置
①妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるための時間の確保、②当該指導又は診査に基づく指導事項を守ることができ
るようにするため必要な措置の実施を事業主に義務付け

７ 法施行のために必要がある場合の指導等

①厚生労働大臣又は労働局長による報告徴収、助言・指導・勧告、②厚生労働大臣の勧告に従わない場合の企業名公表、
③報告徴収に応じない又は虚偽の報告をした場合、２０万円以下の過料

※ 平成28年３月31日、雇用保険法等の一部を改正する法律を公布（妊娠、出産等に関するハラスメントの防止措置の新設）。平成29年１月１日施行。

２．男女雇用機会均等法について
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(1) 募集・採用に当たって一定の身長・体重・体力を要件としたことにより、女性の採
用が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関
する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。

・ 従事する職務の遂行に当たって一定の身長・体重又は体力を必要とする等、職務関連
性があること

・ 他の方法によって身長・体重・体力を補うことが困難である、又は機械を購入する等の、よ
り一方の性に不利とならない他の方法を採用すると使用者に過大な負担を生じること 等

(2) 総合職の募集・採用に当たって全国転勤を要件としたことにより、女性の採用が
男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する
以下のような使用者の抗弁が認められない場合。

・ 全国に支店・支社等がある場合であって、異なる地域の支店・支社で管理者としての経験
を積むこと、生産現場の業務を経験すること、地域の特殊性を経験すること等が幹部としての
職務能力の育成・確保に必要であること

・ 組織運営上全国転勤を伴う人事ローテーションを行うことが必要である等業務上の必要
性があること
・ 実際の運用に当たっては、転勤をする時点において個々の労働者の状況に配慮する等労
働者の不利益を緩和する措置を講じていること、またそのことが労働者に周知されていること

等

(3) 募集・採用に当たって一定の学歴・学部を要件としたことにより、女性の採用が
男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する
以下のような使用者の抗弁が認められない場合。

・ 実際に従事する職務の遂行に当たって一定以上の学歴の者が有すると期待される教養・
知識や特定の学部で修得される専門知識を必要とする等の職務関連性があること

・ 他の方法によってこれらの教養・知識を有しているか否かを判断することが困難である、又は
より一方の性に不利とならない他の方法があったとしても当該方法を採用すると使用者に過
大な負担が生じること 等

(4) 昇進に当たって転居を伴う転勤経験を要件としたことにより、昇進できる女性の
割合が相当程度男性よりも少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に
関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。

・ 昇進後の職務が、異なる地域の支店・支社での管理者としての経験、生産現場の業務の
経験、地域の特殊性の経験等を必要とすること

・ 当該企業において人事ローテーション上転居を伴う転勤が必要な場合であって、組織運営
上、転居を伴う転勤を経験した者に対して、一定の処遇を与えることにより、企業内のモラル
を維持することが必要である等の業務上の必要性があること

・ 実際の運用に当たっては、転勤をする時点において個々の労働者の状況等に配慮する等
労働者の不利益を緩和する措置を講じていること、また、そのことが労働者に周知されている
こと 等

(5) 福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって住民票上の世帯主（又は主
たる生計維持者、被扶養者を有すること）を要件としたことにより、福利厚生の適用
や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合に
おいて、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認めら
れない場合。

・ 原資に制約があることから、福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ることが制
度の目的や原資の配分上合理的であること

・ より一方の性に不利とならない他の方法が存在しない又はより一方の性に不利とならない
方法があったとしても当該方法を採用すると使用者に過大な負担が生じること 等

(6) 処遇の決定に当たって正社員を有利に扱ったことにより、有利な処遇を受けられ
る女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・
正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。

・ 正社員とパートタイム労働者の間で職務の内容や人材活用の仕組みや運用などが実質
的に異なること 等（※総合職と一般職との間の処遇の違いについても同様。）

(7) 福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たってパートタイム労働者を除外した
ことにより、福利厚生の適用や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に
比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下の
ような使用者の抗弁が認められない場合。

・ 人材活用の仕組みや運用、労働者の定着への期待などが実質的に異なること
・ 原資に制約があり、当該福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ることが制度
の目的や原資の配分上、合理的であり、より一方の性に不利とならない他の方法が存在し
ない、又はより一方の性に不利とならない方法があったとしても当該方法を採用すると使用者
に過大な負担が生じること 等

30

間接差別として考えられる例として男女雇用機会均等政策研究会報告書（平成16年６月取りまとめ）で示されたもの
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３ 間接差別については、外見上は性中立的な基準等であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に
相当程度の不利益を与える基準等を定めるもの（以下「対象基準等」という。）について、職務との関連性がある
等合理性・正当性が認められる場合でなければ、均等法が直接差別を禁止している各雇用ステージについて対象
基準等に基づく取扱いをしてはならない旨を法律の中に盛り込むことが適当である。この場合、対象基準等としては、
「募集・採用における身長・体重・体力要件」、「コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における全国
転勤要件」、「昇進における転勤経験要件」を定めることとするとともに、今後、これ以外の基準等に係る判例の動向
等を見つつ、必要に応じて対象基準等の見直しができるような法的仕組みとすることが適当である。
対象基準等が職務との関連性を有するか等の合理性・正当性の判断に当たっては、予測可能性を高めるため、

判断の参考となる考え方を指針で示すことが適当である。この場合、例えば「コース別雇用管理制度における総合職
の募集・採用における全国転勤要件」については、支店、支社がない、又はその計画等もないにもかかわらず、総合職
の採用基準に全国転勤が可能なことを掲げることは合理的な基準とは考えられないものである。

31

今後の男女雇用機会均等対策について（建議）＜抄＞ 平成17年12月27日
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均等法第７条
（性別以外の事由を要件とする措置）

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす
男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の
対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特
に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

均等則第２条
（実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置）

第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

性差別指針第３の３（２）及び４（２）
３ 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること（法第７条・均等則第２条第２号関係）
⑵ 合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由がない場合としては、例えば、次のようなも
のが考えられる。

（合理的な理由がないと認められる例）
イ 広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もない場合
ロ 広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり、家庭の事情その他の特別な事情により本人が転勤を希望した場合を除き、転居を伴う転勤の実態がほとんど
ない場合

ハ 広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、異なる地域の支店、支社等での勤務経験を積むこと、生産現場の業務を経験すること、地域の特殊性を経験すること等が労
働者の能力の育成・確保に特に必要であるとは認められず、かつ、組織運営上、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合

４ 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること（法第７条・均等則第２条第３号関係）
⑵ 合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由がない場合としては、例えば、次のようなも
のが考えられる。

（合理的な理由がないと認められる例）
イ 広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、本社の課長に昇進するに当たって、本社の課長の業務を遂行する上で、異なる地域の支店、支社における勤務経験
が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合に、転居を伴う転勤の経験があることを要
件とする場合

ロ 特定の支店の管理職としての職務を遂行する上で、異なる支店での経験が特に必要とは認められない場合において、当該支店の管理職に昇進するに際し、異なる支店にお
ける勤務経験を要件とする場合 32
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第３ コース等別雇用管理の定義
この指針において「コース等別雇用管理」とは、事業主が、その雇用する労働者について、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コー

スごとに異なる募集、採用、配置、昇進、教育訓練、職種の変更等の雇用管理を行うものをいい、一定の業務内容や専門性等によりコースに類似し
た複数のグループを設定し、処遇についてグループごとに異なる取扱いを行うもの及び勤務地の限定の有無により異なる雇用管理を行うものも含まれる
ものである。

第４ コース等別雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項
一 事業主は、コース等の新設、変更又は廃止に当たっては、次に掲げることに留意することが必要である。
（制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例）
⑴ コース等別雇用管理を行う必要性及び当該コース等の区分間の処遇の違いの合理性について十分に検討すること。その際、コース等の区分に用
いる基準のうち一方の性の労働者が事実上満たすことが困難なものについては、その必要性について特に注意すること。

⑵～⑷ （略）

二 事業主は、コース等別雇用管理における労働者の募集又は採用に当たっては、次に掲げることに留意することが必要である。
（法に直ちに抵触する例）
⑴ （略）
⑵ 募集又は採用に当たり、合理的な理由なく転居を伴う転勤に応じることができる者のみを対象とすること（いわゆる「転勤要件」）又は合理的な

理由なく複数ある採用の基準の中に、転勤要件が含まれていること。
（略）

（制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例）
⑴ （略）
⑵ 募集又は採用に当たり、合理的な理由により転勤要件を課す場合には、応募者に対し、可能な範囲で転勤要件に関する情報を提供すること。
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第157回雇用均等分科会（平成27年９月７日）での意見

【労側委員】
賃金の件ですが、ここ（注）には記載がない。前回もかなり述べ

させていただきました。国会の修正で、女性の個性と能力の発揮が
明記された趣旨から考えれば、賃金格差が入ることは必要だと思っ
ています。また、各指標が仮に良くなったとしても、最終的な女性活
躍の指標である賃金格差が縮小していなければ、何らかの問題が
あるかということで、見落としもあるかと思います。雇用管理区分ごと
に把握するということで、是非とも入れていただきたいと思います。
（注）事務局の示した任意項目案

【使側委員】
今の賃金のところについてです。基本的に賃金自体は男女で異な

るような取扱いをしていないということが大前提の中で、多分御指摘
のところは、その中で実態があるかどうかということだと思うのです。今
回の法律の中で、状況把握をした上で、課題を分析してやっていく
中で、結果として出てくるということであれば、初めから賃金の差がと
いうよりも、それを取り組んでいけば、もし差があっても是正されていく
という方向にあると思います。結局この中でどの内容を、それぞれ
行っていくかという中においては、数字が独り歩きするようなものという
のは、できるだけ誤解のないように取り扱ったほうがいいのではないか
と思います。

【公益委員】
賃金格差は、採用から始まっていろいろな雇用管理の中で、女性が置かれた位置付けを示す最終的な結果指標になると思います。そう

いう意味で委員がおっしゃるように、それぞれの所の取組の課題を解決していけば、最終的に賃金格差は縮まっていくのではないかということ
で、賃金格差を取るかどうかという議論はあり得るのですけれども、全体として 2 年後、 3 年後に、トータルで女性の活躍がうちの会社では
進んだのかを見ようとするときに、 1 つの有効な指標であると思います。任意項目として必要だと考える事業主の方が取るのは重要な指標
なのではないかと思います。
その上で情報公表の項目として入れるのは、企業の方の抵抗があると思うので、それは状況把握の任意項目にとどめておき、そこは必要と

考える事業主の皆さんが取っていただく項目として推奨していく位置付けにするのがいいのではないか。国会でも、これは相当議論になってい
て、検討したけれども入れないと。積極的な理由も余りなさそうな気がするのですが、私は入れる価値があると思っています。

当該分科会では、事務局から示した一般事業主行動計画の状況把握項目の論点（案）をもとに、考えられる状況把握項目について議
論が行われた。

女性活躍推進法の状況把握項目等に関する男女間賃金格差の議論
について
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